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⑤ 耐震診断・改修への補助事業
事業名 補助条件および補助限度額

木造住宅耐震診断等促
進事業

【一般診断法】
昭和56年6月より前に着工された一戸建て木造住宅の診断士の派遣に要する費用補助
自己負担額1万円
【伝統耐震診断法】
伝統的構法により建てられた一戸建て木造住宅の古民家鑑定、床下インスペクション、
伝統耐震診断、補強プラン作成に要する費用補助
自己負担額�6万1,600円

木造住宅耐震改修促進
事業

耐震診断を行い、診断評点が1.0未満の木造住宅の耐震改修工事に要する費用補助
【全体・部分改修】補助限度額150万円（工事費の10/10以内）

伝統的な古民家の耐震
改修促進事業

耐震診断事業の結果、診断評点が1.0未満と判定された伝統的な古民家の耐震改修に要
する費用補助
補助限度額�237万5千円（工事費の10/10以内）

⑥ その他補助事業
事業名 補助条件および補助限度額

吹付アスベスト調査
事業

町内に所在する民間建築物の吹き付けアスベスト調査費用
補助限度額25万円/棟（調査費用から消費税を差し引いた額）

【注意点】　�上記の補助事業は予算または募集件数の上限に達し次第打ち切らせていただくことがあります。また、補助制度の中に
は契約締結前や、工事着工前に申請手続きを行わないといけないものがありますので、住宅の新築や空き家のリフォー
ムなどをお考えの場合はお早目に建設整備課までご相談ください。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお電話ください。
■申込み・問合せ　建設整備課�　☎0778－47－8003
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　町では、下水処理によって発生する汚泥から、農作物などの生育に必要な有機肥料として活用いただけるよう、
コンポスト肥料（名称：今庄エコロン）を生産しています。
　肥料の品質の確保等に関する法律第7条の規定に基づき普通肥料としての大臣登録（生第82540号）を取得しています。
申し込み方法について
下記のとおり、お電話でお申し込みください。
受け取りの期間および時間・申し込み先
月～金曜日の午前９時～午後４時　※土・日・祝日・お盆・年末年始を除く
今庄中部処理施設（南越前町湯尾第 17号 20番地）�℡ 0778－45－2234
（管理会社携帯番号�℡090－7024－6371）
上記の電話がつながらない場合（建設整備課　☎0778－47－8003）
協力金（自己完結リサイクルを目的とした環境創りに対する協力）
１袋 15㎏入り　200円
■問合せ　建設整備課　☎0778－47－8003

コンポスト肥料（名称：今庄エコロン）のお知らせ

参考成分分析値（令和６年２月現在）
窒素 5.6% 加里 0.50% リン酸 5.4% C/N比 5.8

◀コンポスト肥料
　（造粒）




